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“税務の職場”
何でも110番
zenkokuzei@aol.com

全
国
税
は
、
職
場
で
起
こ
っ
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
「
税
務

の
職
場
、
何
で
も
一
一
○
番
」

を
常
時
設
置
し
て
い
ま
す
（
電

話
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
は
上
記
の
番
号
ま

で
ど
う
ぞ
）。

◇全国税ホームページ ◇
http://www.kokko-net.org/zenkokuzei

〈
出
題
〉
九
段
　
西
村
一
義

中
級
ク
ラ
ス

〈
ヒ
ン
ト
〉
と
ど
め
は
馬
の

活
用
で
…
…
。

（
10
分
で
初
段
）

持
駒
　
金
銀
桂

自
民
・
公

明
・
民
主
３

党
は
、
憲
法

を
改
定
す
る

た
め
の
国
民

投
票
法
案
の

共
同
提
出
に

向
け
て
作
業
を
進
め
て
い
ま

す
。
国
民
投
票
法
案
と
は
憲

法
96
条
で
定
め
ら
れ
た
改
正

手
続
き
を
準
備
す
る
た
め
の

も
の
で
す
▼
自
民
党
は
、
昨

年
11
月
の
結
党
50
年
の
大
会

で
新
憲
法
草
案
を
決
定
し
ま

し
た
。
９
条
２
項
を
変
え
て

「
自
衛
軍
」
を
つ
く
り
、
国

際
貢
献
の
名
の
下
に
海
外
で

の
戦
争
を
可
能
に
す
る
こ
と

を
狙
っ
て
い
ま
す
▼
今
、
イ

ラ
ク
に
自
衛
隊
が
派
遣
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
幸
い
に
も
イ

ラ
ク
人
に
銃
を
む
け
た
り
殺

す
こ
と
だ
け
は
し
て
い
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
憲
法
９
条
の
歯

止
め
が
あ
る
か
ら
で
す
▼
い

ま
全
国
各
地
に
「
９
条
の
会
」

が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
平
和

憲
法
を
変
え
さ
せ
な
い
た
め

に
声
を
上
げ
ま
し
ょ
う
。

来
年
も
今
年
の
継
続
で
は
、
最
悪

明石署の巡回指導。中腰・肩越しの典型的業務。
医者は「腰に最悪の姿勢」と指摘している。来年
はやめにしよう。

２
件
大
阪
で
あ
っ
た
。

相
談
事
務
に
駆
り
出
さ
れ

た
税
理
士
も
巡
回
指
導
を
強

制
さ
れ
、
「
疲
れ
る
」
と
メ

ロ
メ
ロ
。

巡
回
指
導
の
全
国
展
開
に

踏
み
込
ん
だ
大
武
前
長
官

は
、
「
納
税
者
が
ど
っ
と
増

え
る
。
今
ま
で
の
や
り
方
で

は
対
応
で
き
な
い
。
自
書
の

徹
底
だ
。
代
筆
の
よ
う
な
相

談
は
し
な
い
。
職
員
は
懇
切

丁
寧
な
ど
と
い
う
頭
を
切
替

え
ろ
。
サ
ー
ビ
ス
は
Ｉ
Ｔ
充

実
で
い
く
」
と
確
申
期
の
転

換
哲
学
を
職
員
に
語
っ
た
。

背
景
に
は
「
ハ
ー
ド
な
サ

ー
ビ
ス
」
が
吹
っ
飛
ん
で
い

る
個
人
課
税
の
調
査
日
数
と

件
数
の
確
保
が
あ
る
。

こ
の
大
武
氏
、
Ｔ
Ｋ
Ｃ
の

06
年
頭
特
別
講
演
で
「
弱
い

人
に
対
す
る
思
い
や
り
の
精

神
を
失
っ
て
、
自
分
た
ち
さ

え
よ
け
れ
ば
」
と
な
ら
な
い

よ
う
に
「
『
公
』
の
心
を
忘

れ
ず
、
本
当
に
弱
い
人
に
対

す
る
哀
れ
み
の
情
を
持
ち
な

が
ら
」
税
理
士
の
使
命
を
果

た
せ
と
訴
え
た
。

Ｉ
Ｔ
弱
者
、
高
齢
の
納
税

者
も
お
構
い
な
く
突
き
放
す

「
休
息
」
廃
止
を
強
行

７
月
か
ら
勤
務
時
間
延
長
へ

３
月
３
日
、
人
事
院
は
強

い
反
対
を
無
視
し
て
、
「
休

息
時
間
の
廃
止
に
関
す
る
改

正
規
則
」
を
公
布
し
た
。
附

則
で
18
年
７
月
１
日
か
ら
の

施
行
を
謳
い
、
子
育
て
と
介

護
に
つ
い
て
は
３
カ
月
間
だ

け
施
行
を
遅
ら
せ
る
経
過
措

置
を
つ
け
た
。
同
時
に
、
こ

れ
か
ら
発
遣
す
る
運
用
通
達

の
内
容
も
公
表
し
た
。

休
息
時
間
を
廃
止
し
、
休

憩
時
間
の
原
則
を
60
分
と
し

た
。
そ
の
上
で
、
「
各
省
庁

の
長
が
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
場
合
は
、
45
分
」
の
休

憩
時
間
に
設
定
で
き
、
そ
の

判
断
は
「
総
合
的
に
勘
案
し

て
行
う
。
な
お
、
時
差
通
勤

官
署
等
で
現
行
が
休
憩
・
休

息
合
わ
せ
て
45
分
の
官
署
は

休
憩
時
間
を
45
分
と
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
」
こ
と
を

通
達
で
定
め
る
と
し
て
い

る
。税

務
署
の
休
憩
時
間
を
全

国
一
律
に
す
る
の
か
、
時
差

出
勤
署
と
そ
れ
以
外
の
署
で

違
え
る
の
か
、
人
事
院
は
当

局
の
判
断
し
だ
い
と
い
う
。

仮
に
違
う
設
定
と
な
れ

ば
、
配
転
の
影
響
は
出
勤
、

昼
休
み
、
退
庁
時
間
に
跳
ね

返
り
、
地
域
手
当
も
合
わ
せ

る
と
勤
務
地
は
職
員
の
労
働

条
件
に
重
く
の
し
か
か
る
。

職
場
は
全
国
に
点
在
し
、

通
勤
手
段
や
交
通
機
関
も
ま

ち
ま
ち
で
、
退
庁
時
間
は
15

どど
うう
すす
るる
当当
局局
！！
　　
身身
申申
にに
はは
なな
んん
とと

態
で
子
の
養
育
を
で
き
る
者

で
な
い
こ
と
（
共
働
き
、
シ

ン
グ
ル
パ
パ
・
マ
マ
が
該

当
）
、
②
子
の
養
育
や
学
童

か
ら
の
迎
え
の
必
要
が
あ
る

こ
と
。
介
護
は
、
介
護
の
必

要
が
あ
る
こ
と
が
要
件
に
な

っ
て
い
る
。

９
月
30
日
ま
で
従
前
ど
お

（
３
月
10
日
現
在
ま
で
の
情

報
に
よ
る
）

新
潟
県
下
で
管
理
職
が
倒

れ
た
。
千
葉
県
下
で
個
人
課

税
の
上
席
が
倒
れ
た
。
大
阪

府
下
で
巡
回
担
当
の
上
席
が

腰
痛
に
な
り
病
院
へ
。
そ
の

医
者
に
言
わ
れ
た
。
「
（
中

腰
・
肩
越
し
の
）
そ
の
姿
勢

は
腰
に
と
っ
て
一
番
悪
い
状

態
で
す
。
人
間
の
頭
は
非
常

に
重
た
い
。
ま
っ
す
ぐ
立
つ

こ
と
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

い
る
。
頭
を
た
れ
て
背
骨
を

曲
げ
た
ら
腰
に
一
番
負
担
が

か
か
る
」。

順
番
待
ち
の
納
税
者
が
倒

れ
、
救
急
車
を
呼
ぶ
事
態
が

仕
事
を
さ
せ
て
お
き
な
が

ら
、
立
派
な
こ
と
だ
。
税
理

士
が
カ
バ
ー
せ
よ
と
い
う
こ

と
か
も
し
れ
な
い
が
…
…
。

支
援
調
整
官
か
ら
親
切
に

対
応
せ
よ
と
メ
ー
ル
が
次
々

と
入
る
。
何
を
言
っ
て
い
る

の
か
と
、
職
員
の
心
を
逆
な

で
し
た
。

職
員
に
は
、「
交
替
制
、

休
憩
用
い
す
の
用
意
、
昼
休

み
は
相
談
せ
ず
」
を
約
束
し

た
が
、
相
当
数
の
署
と
外
部

会
場
で
無
視
さ
れ
た
。

誤
り
と
訂
正
の
山
、
苦
情

の
山
、
謝
り
ど
お
し
の
山
、

タ
ッ
チ
と
オ
フ
ラ
イ
ン
は
未

使
用
の
山
、
残
業
の
山
、
昼

休
み
連
続
仕
事
の
山
、
回
付

遅
れ
の
山
。
巡
回
指
導
方
式

は
膨
大
な
無
理
・
無
駄
・
無

謀
の
山
を
築
い
て
い
る
。

「
突
き
放
さ
な
け
れ
ば
自

分
と
い
え
ど
も
前
倒
し
に
な

る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。

当
局
の
判
断
と
選
択
は
重
い

も
の
だ
。
身
上
申
告
書
も
間

近
い
が
、
当
局
は
ど
う
す
る

の
か
。

特
例
の
対
象
は
Ａ
小
学
校

就
学
前
の
子
の
養
育
、
Ｂ
学

童
保
育
の
小
学
生
を
養
育
、

Ｃ
介
護
の
、
３
条
件
の
み
。

こ
れ
ら
の
職
員
は
、
要
件
を

充
た
せ
ば
休
憩
時
間
30
分
を

選
択
で
き
る
。
通
学
や
通
院

は
対
象
外
と
さ
れ
た
。

要
件
は
、
①
配
偶
者
が
常

り
で
よ
い
と
い
う
経
過
措
置

対
象
者
は
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
３
条
件

の
職
員
で
、
か
つ
、
時
差
出

勤
署
で
、
い
ま
休
憩
時
間
が

15
分
と
な
っ
て
い
る
職
員
で

あ
る
。

３
条
件
の
み
の
特
例
や
短

期
間
の
経
過
措
置
は
評
価
に

値
し
な
い
。

も
対
応
で
き
る

と
い
う
こ
と

だ
。ま

だ
確
申
期

途
中
だ
が
、
事

実
に
基
づ
く
真

剣
な
議
論
を
尽

く
し
、
来
年
は

見
直
し
を
図
る

べ
き
だ
。

書
申
告
な
し
」
は
、
確
定
申

告
事
務
の
混
乱
と
崩
壊
を
招

い
て
い
る
。
所
得
税
率
の
引

下
げ
に
伴
い
、
年
金
の
源
泉

徴
収
も
引
き
下
が
り
、
年
金

受
給
者
の
確
定
申
告
数
は
さ

ら
に
増
加
す
る
。

従
事
者
の
総
意
に
な
っ
て

き
た
こ
と
は
、
１
対
３
〜
４

ほ
ど
の
対
面
方
式
が
納
税
者

に
と
っ
て
も
職
員
に
と
っ
て

も
良
い
方
式
で
、
数
も
こ
な

せ
る
の
で
来
署
者
の
増
加
に

最
後
の
勤
評
？

希
望
は
ハ
ッ
キ
リ
と

格
で
大
き
く
差

が
つ
く
制
度
と

な
り
、
そ
の
た

め
の
人
事
評
価

も
信
賞
必
罰
型

給
与
構
造
の
変
更
が
４

月
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
。

勤
勉
手
当
や
昇
給
・
昇

に
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。

昇
給
日
が
全
公
務
員
１

月
１
日
に
な
る
関
係
で
、

昇
給
に
反
映
す
る
評
価
は

年
末
に
実
施
す
る
こ
と
に

な
る
（
今
年
は
現
９
級
以

上
で
試
行
し
、
そ
の
後
全

職
員
に
広
げ
る
）。

勤
勉
手
当
へ
の
反
映
も

あ
る
た
め
、
評
価
の
時
期

や
方
法
・
回
数
が
い
ま
の

ま
ま
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。も

う
す
ぐ
身

申
・
勤
評
の
時

期

。

地

域

手

当
・
出
退
勤
時

間
も
変
る
。
希
望
は
ハ
ッ

キ
リ
と
示
そ
う
。

倒
れ
る

表
と
裏

山
・
山
・
山
の
山

来
年
は

原
則
は
大
幅
延
長

15
分
短
縮
は
可
能

子
育
て
・
介
護
で
特
例

経
過
措
置
は

時
差
署
の
み

庁
の
判
断
し
だ
い

影
響
も
ろ
に

も ばそあて たれ

職員納税者税理士
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４・14 財務・金融行動
行動なくして前進なし

「
諸
悪
の
根
源
、
財
務
省
」
に
対
し

て
、
国
民
い
じ
め
・
労
働
者
い
じ
め
の

諸
政
策
転
換
を
求
め
る
要
請
行
動
を
全

国
税
は
税
関
の
仲
間
と
と
も
に
行
っ
て

き
た
。
財
務
キ
ャ
リ
ア
官
僚
が
天
下
っ

て
い
る
国
民
生
活
金
融
公
庫
な
ど
で
も

実
に
同
じ
労
働
者
い
じ
め
が
行
わ
れ
、

こ
の
行
動
に
参
加
す
る
民
間
の
仲
間
も

大
き
く
広
が
っ
て
い
る
。

４
月
14
日
、
財
務
省
、
金
融
庁
、
国

税
庁
、
日
銀
、
全
国
銀
行
協
会
と
の
交

渉
や
財
務
省
包
囲
行
動
を
展
開
す
る
。

12
時
、
財
務
省
前
に
集
ま
ろ
う
。 昨年の行動。官民総ぐるみの包囲行動で

解決を迫った。

新研修制度

「
最
適
化
」
に
最
適
？

機
能
別
移
行
を
に
ら
む

採
用
時
研
修
の
見
直
し
と

「
専
攻
科
（
仮
称
）
」
を
19
年

度
か
ら
新
設
す
る
と
い
う
伝

達
が
全
職
員
に
あ
っ
た
。

し
か
し
、
研
修
見
直
し
は

伝
達
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
は

な
い
。
税
務
を
取
巻
く
環
境

の
変
化
に
応
じ
て
、
次
の
見

直
し
を
行
う
と
し
て
い
る
。

●
本
科
・
専
科
＝
事
例
に
よ

る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
増
加
。

研
修
生
の
特
性
に
対
応
し
た

研
修
内
容
へ
の
変
更
。
本
科

の
縮
小
を
踏
ま
え
、
「
本
科

の
在
り
方
」
を
検
討
。

●
総
合
研
修
＝
よ
り
実
務
的

な
審
理
能
力
向
上
に
向
け
て

研
修
内
容
の
見
直
し
。

●e-1earn
in
g

の
活
用
＝
通

信
研
修
・
総
合
研
修
で
併

用
。
特
に
通
信
研
修
の
事
前

学
習
（
自
習
）
で
、e

-

1earn
in
g

を
活
用
す
る
。

●
国
際
租
税
セ
ミ
ナ
ー
＝
基

礎
コ
ー
ス
は
本
科
・
専
科
研

修
に
取
込
み
、
そ
の
在
り
方

を
検
討
。
実
務
コ
ー
ス
は
渉

外
と
調
査
の
２
本
立
て
を
一

本
に
統
合
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…

新
設
の
「
専
攻
科
」
に
つ

い
て
当
局
は
、
「
審
理
と
事

務
管
理
の
中
核
に
な
る
職
員

の
育
成
」
が
目
的
だ
と
伝
達

し
た
が
、
当
局
に
よ
る
と

「
税
務
行
政
運
営
に
も
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
（
組
織
管
理
体
制

の
整
備
、
運
営
面
の
分
析
・

解
析
能
力
等
）
が
必
要
」
で

そ
の
た
め
の
要
員
育
成
を
は

か
る
と
し
て
お
り
、
税
目
別

を
取
払
っ
た
「
事
務
管
理
」

能
力
の
養
成
に
力
点
が
置
か

れ
て
い
る
。

ま
た
、
Ⅲ
種
採
用
の
初
任

者
基
礎
研
修
で
は
、
各
事
務

系
統
に
必
要
な
複
数
税
目
の

習
得
、
応
用
能
力
の
習
得
に

力
点
を
置
く
と
し
て
い
る
。

内
部
事
務
の
一
元
化
、
複

数
税
目
同
時
調
査
・
相
談
の

「
最
適
化
」
へ
の
対
応
を
、

職
員
育
成
の
面
か
ら
手
を
打

と
う
と
い
う
狙
い
だ
ろ
う
。

「
機
能
別
」
の
税
務
行
政

と
機
構
改
革
を
前
提
と
し
た

動
き
だ
が
、
既
存
の
職
員
は

ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
４
年
に
１
度
。

全
国
税
の
ス
キ
ー
の
つ
ど
い
は
毎
年
だ
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
負
け
て
い
な
い
！

今
年
も
１
月
27
日
よ
り
八
方
尾
根
ス
キ

ー
場
に
全
国
か
ら
45
人
が
参
加
し
て
ス
キ

ー
と
温
泉
を
楽
し
み
、
交
流
を
深
め
た
。

上
級
者
が
回
転
競
技
の
コ
ー
ス
ア
ウ
ト

ば
り
に
激
し
く
転
倒
と
い
う
シ
ー
ン
も
。

口
に
は
だ
さ
な
い
も
の
の
ト
リ
ノ
を
意
識

し
て
滑
っ
て
い
た
に
違
い
な
く
、
み
ん
な

に
冷
や
か
さ
れ
て
い
た
。

全
員
ケ
ガ
も
な
く
日
程
を
終
え
、
来
年

の
再
会
を
約
束
し
あ
っ
た
。

やはりスキーは八方だ！
ビックなゲレンデに来年はぜひあなたも

ト
リ
ノ
と
　
ち
ゃ
う
ち
ゃ
う

楽
し
く
滑
っ
た
ス
キ
ー

公務員攻撃オンパレード
●「公共サービス改革法案」上程。行政を入札で官民
取り合い。国税の業務は法案には入っていないが、今
後の課題に。
●「行革推進法案」上程。５年間で５％定員純減。10
年間で総人件費をＧＤＰ比で半減が目標。庁当局は国
税もかぶると危機感。
●人勧の給与調査企業を50人規模以上に（現100人）。
給与下がり賞与は大幅減に。今年からの動きあり。
●共済年金の「職域加算」原則廃止。恩給名残の税負
担分削減。保険料を厚生年金と統一（共済側は引上げ）。
退職公務員の給付減額を検討。以上、自民党の方針。
●成果型人事評価を現9級以上で18年末に試行実施し、
19.1.1の昇給発令に使用。一般職員は19年末から？
●公務員処分指針作成へ。免職や降格がビシバシ
可能に。
●公務員宿舎の売却推進。

●
退
職
金
は
ど
う
な
る
の
？

問

18
年
４
月
以
降
の
退
職

金
は
ど
う
な
る
の
か
？

答

給
与
法
改
定
と
連
動
し

て
退
職
手
当
法
も
成
果
反
映

型
に
改
定
さ
れ
た
。
本
則
ど

お
り
な
ら
退
職
金
は
大
幅
減

額
に
な
る
。

し
か
し
、
経
過
措
置
に

よ
り
18
年
３
月
31
日
、
つ

ま
り
切
替
え
前
の
本
俸
で

か
つ
旧
制
度
で
計
算
し
た

額
が
、
18
年
４
月
以
降
の

本
俸
と
新
制
度
で
計
算
し
た

額
よ
り
高
い
場
合
は
、
そ
の

額
が
保
障
さ
れ
る
（
同
じ
退

職
理
由
で
の
比
較
が
前
提
）。

経
過
措
置
の
期
間
は
設
け

ら
れ
て
い
な
い
が
、
過
去
勤

務
の
確
定
分
は
保
障
す
る
趣

旨
で
あ
り
、
当
分
続
く
。

津
波
の
よ
う
な
公
務
員
攻
撃
に

効
果
抜
群
の
「
テ
レ
・
メ
ル
行
動
」

民
主
党
の
「
偽
メ
ー
ル
」

問
題
で
予
算
案
も
ス
ン
ナ
リ

衆
議
院
を
通
過
し
、
公
務
員

攻
撃
の
「
行
革
国
会
」
が
始

動
し
て
い
る
。
公
務
員
攻
撃

を
公
約
に
し
て
い
る
民
主
党

が
失
敗
挽
回
の
た
め
に
輪
を

か
け
た
攻
撃
に
転
じ
る
恐
れ

も
大
き
い
。
マ
ス
コ
ミ
も
攻

撃
側
に
た
っ
て
い
る
。

行
政
の
切
売
り
や
公
務
員

の
定
員
削
減
が
、
社
会
の
ひ

ず
み
を
危
険
水
域
ま
で
高
め

て
い
る
現
実
が
は
っ
き
り
し

て
き
た
。
ま
た
、
公
務
員
の

給
与
や
年
金
切
下
げ
を
テ
コ

と
し
て
、
労
働
者
全
体
の
切

下
げ
や
国
民
に
負
担
増
を
押

し
付
け
る
戦
略
も
は
っ
き
り

し
て
い
る
。

政
府
や
民
主
党
の
公
務
員

攻
撃
に
、
私
た
ち
は
臆
す
る

こ
と
な
く
対
峙
す
る
。

マ
ス
コ
ミ
関
係
者
の
話
で

は
、
テ
レ
ビ
番
組
に
関
し
て

視
聴
者
か
ら
の
電
話
や
メ
ー

ル
が
５
０
０
本
以
上
入
る
と

世
論
動
向
と
し
て
影
響
を
受

け
る
と
い
う
。

有
権
者
の
反
応
に
敏
感
な

政
党
で
は
な
お
さ
ら
で
、
全

政
党
が
意
見
の
受
付
を
Ｉ
Ｔ

で
用
意
し
て
い
る
。

国
税
職
員
だ
け
で
６
万
人

弱
。
家
族
も
含
め
て
10
万
単

位
の
数
が
集
中
す
れ
ば
、
動

き
を
規
制
す
る
こ
と
に
つ
な

が
る
。

政
党
の
動
き
、
マ
ス
コ
ミ

報
道
を
注
視
し
、
意
見
や
抗

議
を
理
性
的
に
堂
々
と
電
話

や
メ
ー
ル
で
伝
え
よ
う
。

誰
で
も
で
き
る
行
動
で
効

果
も
お
お
き
い
。
名
づ
け
て

「
テ
レ
・
メ
ル
行
動
」
に
あ

げ
て
取
り
組
も
う
。

■
効
果
あ
り
　
こ
の
行
動

〈
解
答
〉

１
三
金

同
玉

２
五
桂
　
２
二
玉
　
３
三
銀

１
二
玉
　
１
三
桂
成
　
同

玉
　
３
一
馬
　
１
二
玉
　
２

二
馬
ま
で
11
手
詰
。

〈
解
説
〉
初
手

１
三
金
が
好

手
。

同
玉
に
　
２
五
桂
か

ら
　
３
三
銀
と
追
撃
し
て
７

手
目
　
１
三
桂
成
が
決
め
手

で
、

３
一
馬
で
ピ
ッ
タ
リ
。

「
相
談
に
来
て
い
る
の
に
一

つ
し
か
聞
か
な
い
で
他
人
の

相
手
を
す
る
。
失
礼
で
は
な

い
か
」
と
。
多
数
相
手
の
職

員
は
、
順
番
に
応
対
し
て
い

る
と
理
解
を
求
め
る
が
席
を

立
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
こ
は
〈
下
町
の
人
情
〉

か
ハ
イ
ソ
サ
エ
テ
ィ
が
集
ま

る
署
よ
り
は
ま
し
な
よ
う

だ
。
そ
れ
に
し
て
も
職
員
の

言
葉
遣
い
や
し
ぐ
さ
一
つ
を

取
り
上
げ
て
声
を
荒
げ
る
人

が
増
え
て
い
る
。
年
代
や
性

別
に
違
い
は
な
く
日
本
人
全

体
の
傾
向
と
な
っ
て
き
て
い

な
ん
で
も
個
人
の

せ
い
に
す
る
な
よ

【
埼
玉
支
部
】

最
近
、
当
局
は
接
遇
に

力
を
入
れ
て
い
る
よ
う

だ
。
そ
れ
は
い
い
が
、
ど

う
も
考
え
が
間
違
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
例
え

ば
最
近
配
信
さ
れ
た
「
納

税
者
か
ら
見
た
印
象
は
」

（
納
税
者
支
援
調
整
官
）

の
中
で
「
職
員
の
チ
ョ
ッ

ト
し
た
気
配
り
の
あ
る
応

接
態
度
が
好
感
を
与
え
ま

す
」
と
述
べ
て
い
る
。

納
税
者
か
ら
様
々
な
意

見
は
あ
っ
て
当
然
だ
が
大

事
な
の
は
、
そ
れ
を
ど
う

分
析
検
討
し
、
今
後
に
活

か
す
か
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の

意
見
が
ど
う
い
う
状
況
で

う
ま
れ
た
か
、
個
別
指
導

で
は
、
集
合
指
導
で
は
、

巡
回
指
導
で
は
ど
う
か
。

そ
う
い
う
背
景
抜
き
に
た

だ
「「
職
員
の
チ
ョ
ッ
ト

し
た
気
配
り
」
を
強
調
す

る
の
は
責
任
を
職
員
個
人

に
な
す
り
つ
け
て
い
る
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ

ん
な
も
の
は
「
仕
事
」
で

は
な
い
。

る
の
だ
ろ
う
か
…
…
。

確
申
最
盛
期
突
入

職
場
は
マ
ジ
切
れ
寸
前

【
近
畿
地
連
】

番
号
札
？
　
も
ら
っ
て
　

み
れ
ば
入
場
券

（
納
税
者
A
）

巡
回
は
伝
言
ゲ
ー
ム
か
？

訂
正
の
山

（
事
後
処
理
担
当
）

怒
鳴
り
声
、
朝
か
ら

マ
ジ
切
れ
T
E
L
担
当

（
D
特
官
）

タ
ッ
チ
パ
ネ
ル

立
ち
っ
放
し
で

日
が
暮
れ
て

（
バ
イ
ト
職
員
）

説
明
会
、
机
運
び
で
」

ギ
ッ
ク
リ
腰

（
E
上
席
）

自
書
申
告
、

来
署
す
る
こ
と
再
々
々

（
納
税
者
B
）

前
倒
し
、
ダ
ウ
ン
寸
前

ま
だ
初
日

（
F
調
査
官
）

巡
回
の
な
い
署
を

探
し
て
巡
礼
行

（
納
税
者
C
）

「
お
客
様
は
神
様
だ
ろ
。
丁

寧
な
対
応
は
当
然
だ
」
と
、

電
話
な
ど
で
何
か
と
ク
レ
ー

ム
を
つ
け
よ
う
と
す
る
人
た

ち
を
さ
す
造
語
。
ク
レ
イ
マ

ー
は
専
門
分
野
に
長
け
て
い

る
。
曖
昧
な
回
答
を
す
る
と

待
っ
て
ま
し
た
と
ば
か
り
に

ク
レ
ー
ム
を
つ
け
る
。
ク
レ

イ
マ
ー
に
ぶ
ち
当
た
っ
た
職

員
は
大
変
だ
。

減
価
償
却
計
算
な
ど
紙
に

書
い
て
来
署
し
た
お
じ
さ
ん

が
突
然
キ
レ
た
。
大
声
で

♪♪
♪♪

♪♪

ク
ラ
イ
マ
ー
じ
ゃ
な
く

ク
レ
イ
マ
ー

【
江
東
東
分
会
】

こ
の
季
節
、
増
え
る
の

は
「
ク
レ
イ
マ
ー
」
と
呼

ば
れ
る
人
々
。
山
を
登
る

人
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
税
務
署
だ
け
で
な
く


